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議第79号

京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

　京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。

平成27年５月18日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例の一部を

改正する条例

　京都市行政活動及び外郭団体の経営の評価に関する条例の一部を次のよう

に改正する。

　目次中「第３節　行政評価調査会議（第12条）」を削り，「第13条・第14

条」を「第12条・第13条」に，「第15条～第18条」を「第14条～第17条」に，

「第19条」を「第18条」に改める。

　第11条第１項中「ついて」の右に「，市長の諮問に応じ」を加え，同条

第２項中「第９条」を「市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）は，

第９条」に改め，「ついて」の右に「，市長等の諮問に応じ」を加え，同条

第４項中「当該委員会の所管に係る行政評価を実施する実施機関」を「市長

等」に，「当該実施機関」を「市長等」に改め，同条第５項本文中「３年」

を「２年」に，「当該委員会の所管に係る行政評価を実施する実施機関」を

「それぞれの委員会ごとに市長等」に改める。

　第３章第３節を削る。

　第４章中第13条を第12条とし，第14条を第13条とする。

　第５章中第15条を第14条とし，第16条から第18条までを１条ずつ繰り上げ

る。
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　第６章中第19条を第18条とする。

附 則

（施行期日）

１　この条例は，平成27年７月１日から施行する。

（経過措置）

２　この条例の施行の際現にこの条例による改正後の京都市行政活動及び外

郭団体の経営の評価に関する条例第11条第１項に規定する委員会の委員で

ある者の任期の残任期間は，同条第５項本文の規定にかかわらず，この条

例の施行の日における当該委員会の委員としての残任期間と同一の期間と

する。

提案理由

　行政評価調査会議を廃止する等の必要があるので提案する。


